
農林水産省知的財産戦略工程表



○農林水産知財ネット
ワーク(仮称)の構築

○リエゾンオフィスの設
置

○ゲノム情報を活用し
た新品種の育成促進

○新需要創造、実用化、
事業化

４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月

21年度 22年度～20年度19年度18年度末
まで

項目

１ 研究開発、新品
種育成による新
需要・新産業創出

２ 遺伝子を活用し
た新品種創出・育
種改良による競
争力強化

研究課題の
募集・選定

22年度：
新食品・新素
材の市場規模
を700億円に
拡大

100個のイネ遺伝

子を機能解明し、
有用なものを特許

出願

ゲノム情報を活用

し、タイズ、ナシ、
カンキツ、ハクサ

イの病害虫抵抗

性系統（品種の前
段階）を育成

短かん、早生、晩生、ﾄﾋﾞｲﾛｳﾝｶ抵抗性
コシヒカリ等を品種登録申請 その他の優良品種の

登録申請

３ 研究ニーズの発
掘と研究成果の
実用化の推進 準備会合

開催

有識者による
検討

農研機構に
準備室を設置

農研機構にリ
エゾンオフィ
ス開設

・民間への研究シーズの紹介、民間ニーズの把握、
相談窓口、共同研究の交渉等
・他の機関での設置についても検討

全国のＴＬＯ・大学・公設研
究機関に参加を呼びかけ
→人的ネットワークの試行

・シンポジウム、セミナー等開催
・データベース掲載情報収集

22年度：
ゲノム情報を
活用した新品
種を50件程度
創出

知財情報の
一元化

22年度：
バイオ燃料5万ｋｌ生産、
バイオマスタウン300地区構築、
汎用プラスチックの2倍程度にま
で価格を低減

研究・技術開発分野

データベース
の構築

１

検討会の
設置、
支援採択
課題決定

支援団体
の決定

既に開発さ
れた新品
種・技術

バイオマス
・バイオ燃料の地域利用モデルの整備と技術実証
・バイオマスの変換・利用施設の一体的な整備
・バイオマスプラスチック利用拡大のための支援等の取組 等

・市場・販売情報の提供によるPR
・開発した研究機関と産地・企業のﾏｯﾁﾝｸﾞのための協議会運営
・産地における品質保証・分別管理システム（ソフト・ハード）整備支援

遺伝子の機能解明を利用して有用系統を育成（イネの耐冷性、ダイズの耐湿性、ノリの高色調性等）

研究成果の
報告

研究の実施

新しい技術や品種開発の推進、
民間での開発支援

支援品目の選定

情報拡充



○普及啓発・人材育成

○技術・ノウハウ等知
的財産に関する指針
の作成

４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月

21年度

○農家・企業等の技
術・ノウハウについてイ
ンセンティブとなる表彰
等の検討

22年度～20年度19年度18年度末
まで

項目

４ 農林水産業の現
場における普及・
啓発

取りまとめ
・印刷・配布

セミナー
の企画

セミナー開催
全国5カ所、250人程度

セミナー開催 セミナー開催

食品産業を対
象とした「知財
マニュアル」
（仮称）の策定

地域の食品産業が参加する技
術フェア等における知財マニュ
アルに基づいた説明

農林水産業に係る普及指導員を対象に実践的な専門
研修の実施（1年250人程度）

普及指導員資格試験への知的財産項目の導入を検討
20年資格試験
から導入

22年度：
知財関係支
援･相談に対
応できる指導
的人材1000人
育成

専門家の意見
聴取

農林水産業等の現場における普及・人材育成

普及指導員
に対する知財
研修

２

研修の実施 研修の実施

現場の指導者
向け知財取扱
指針作成のた
めの調査・検討

普及指導員のための
知財に関する相談窓口
の設置（全国１カ所）

専門家による相談、支援

生産者向け
知財パンフ
レット作成

表彰制度の
検討

農業者、行
政・農協職員
等へのセミ
ナー実施



○地域ブランド化の取組
に対する支援

○農林水産物・食品に
係る地域ブランド成功事
例の収集・分析・活用

○企業やＮＰＯ等との連
携の促進

○価値ある地域資源の
リスト化と情報発信

○郷土料理・伝統食材
100選の実施と紹介サイ
トの構築

４～６月 ７～９月 10～12
月

１～３月

21年度 22年度～20年度19年度18年度末
まで

項目

５ 地域資源の再発
見・活用

先導的取組等に対する支援
を平成23年度まで実施

検討委員会
の設置

広域で連携し
共生・対流を
推進する先導
的取組等を公
募・選定（10
件程度）

選定委員会
の設置

100選の
選定

情報発信
（冊子及
びウェブ
サイト等）

地域資源のリスト化及び情
報発信方法の検討

見直し、更新

都道府県の推薦、
一般からの応募

・企業の森林づく
りに関するシン
ポジウムの開催
・国有林野での
フィールドの提供

地域資源の再発見・活用

・企業の森林づくり活動の評価手法の開発

・企業の森林づくりをサポートする組織（森づ
くりコミッション）の設立支援

都道府県に1つ程度の森づくりコミッ
ショ ンを設立

３

農水省ＨＰに地
域ブランドサイ
トの立ち上げ

知財活用事例
地域ブランド活
動事例の収集

事例集の作成 優良ふるさと
食品中央コン
クール審査・
決定・表彰

アドバイザー
派遣（5団体）

地域ブランドの管理・
維持に重点をおいた
セミナーの企画

申請に基づき
地域食品ブラ
ンド表示基準
の審査・認定

・セミナーの開催
（９カ所、700人程度想定）

・知財マニュアルの更新

アドバイザーの派遣のため
の調査

アドバイザーの派遣
事業の実施

地域ブラ
ンド等の
取組の
促進と地
域活性
化への
活用



○ブランドマークによる
輸出促進

○海外の日本食優良店
に対する取組

○相手国政府・企業へ
の働きかけ

○｢海外事業活動支援セ
ンター(仮称)｣の設置

○海外における規制等
の調査、情報提供

４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月

○技術流出防止指針の
作成

21年度 22年度～20年度19年度18年度末
まで

項目

７ 海外の情報収集、
相談窓口設置

企画
取りまとめ
・印刷・配布 情報提供

６ 日本ブランド対策

関係者との
調整・マーク
の普及

提言取りま
とめ

海外の日本食優良店

に対する取組の開始

「海外事業活動支
援センター（仮称）」
を設置（東京）

海外における食品製造技術
流出防止指針の策定のため
の検討委員会立ち上げ

指針の配布
指針のとり
まとめ

技術流出防止対策
の普及・啓発

海外主要都市（３ヵ国５都
市）に「海外連絡協議会」を
設置。相談員配置。

現地調査ミッション団の派遣によ
る調査・分析

生産者団体に
よる日本産果
実マークの使
用に関する検
討会開催

生産者団体で
日本産果実
マークの使用
検討

・新規市場（Ｕ
ＡＥ）において
マーク使用の
実証試験開
始（りんごを
予定）

・マークのPR

・対象品目、
対象国を順次
拡大

・マークのPR

和牛、果実等
についての
日本ブランド
の醸成

・海外にお
ける侵害対
応の強化

・企業等の
活動への活
用

海外対策

海外状況調査

企画

海外における知的財産制度・模倣
品被害等に関する情報収集・提
供、相談体制の強化

４

提言に基
づく対応

の具体化

個別・具体的な侵害事案に対し
相手国政府への申し入れ

輸出和牛肉に
貼付し、輸出
（アメリカ中心）

「和牛」統一マークの
検討・策定

海外日本食優良店の調査等



○｢和牛｣表示の厳格
化

○精液の流通管理の
徹底

○法的保護の強化

○権利侵害対策

○審査の迅速化

○和牛等の遺伝子特
許の取得・活用と育種
改良の促進

４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月

21年度 22年度～20年度19年度18年度末
まで

項目

９ 家畜の遺伝資源
の保護強化

省令改正

精液ストロー等の流通管理に係るモデル開発

８ 育成者権保護強
化 審査官等の増員

23人→28人

品種保護Ｇメ
ンの増員
10人→１４人

官民合同ﾐｯｼｮ
ﾝの派遣

官民合同ﾐｯｼｮ
ﾝの派遣

品種保護Ｇメン
の計画的増員

通常国会へ種
苗法改正法案
の提出・審議

改正法案の
普及・啓発

法律施行
12月１日

新品種の
育成･活
用を促進

22年度：
年間出願
件数
2,000件自家増殖の問題の検討

会による検討

ガイドライン
の策定

ガイドライン
の普及

完全施行

効率的な特許取得のた
めの協議会の設立準備

協議会の設立

遺伝子特許の戦略的活
用のためのﾊﾟﾃﾝﾄﾌﾟｰﾙ
の構築準備

ﾊﾟﾃﾝﾄﾌﾟｰﾙの構築

東アジア植物
品種保護
フォーラム(仮
称)構想の具
体化検討

フォーラム
第１回会議

和牛の
遺伝資
源の保
護・活用

育成者権、家畜の遺伝資源の保護対策

フォーラム
設置提唱
（国際セミ
ナー開催）

５

自家増殖の問題に関する実態調査

品種のDNA分
析技術の開発

登録品種情報の
提供、活用の促進

品種登録審査の情報を一元化する総合電子化システムの開発

20年度：
審査期間を世界
最速2.5年に短縮新シス

テムの
運用

各国への
働きかけ

フォーラムでの議論継続
制度調和・審査強力等を
推進

関係者間の協力により遺伝子特許取得を効率的に推進

ﾊﾟﾃﾝﾄﾌﾟｰﾙによる遺伝子特許の戦略的活用

モデルの実証・普及

精液等の流通経路の確認の強化

各国への
働きかけ


